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１．病院 
 

（１）居宅を訪問して行う業務について 

Q 貴院は、患者・居住者の居宅を訪問して行う業務（訪問診療、訪問看護、訪問リ

ハ、居宅療養管理指導（介護保険）等）を提供していますか。 

 

○ 訪問診療など、患者・居住者の居宅を訪問して行う業務を提供している病院は、県

全体で 110箇所（57.3%）となっている（表 1、図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査数 提供している 提供していない

全体 192 110 82

千葉 36 23 13

東葛南部 41 23 18

東葛北部 33 13 20

印旛 16 8 8

香取海匝 15 10 5

山武長生夷隅 15 8 7

安房 13 9 4

君津 14 9 5

市原 9 7 2

（単位：箇所）

表1　患者・居住者の居宅を訪問して行う業務の提供状況
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≪患者・居住者の居宅を訪問して行う業務を提供している病院110箇所に聞きました≫ 

Q 介護保険における居宅療養管理指導（介護予防給付付含む）の実施状況についてご

記入ください。（平成 29年 3月から 5月） 

 

○ 県全体で居宅療養管理指導を提供していると回答した病院は 46 箇所（41.8%）とな

っている（表 2、図 2）。また、調査期間の 3か月間で医師が提供した管理指導は、

3,401人に対し 8,982回であった（表 3）。 

 

 
 

 
 

 

≪居宅療養管理指導（介護保険）を提供している病院46箇所に聞きました≫ 

 

  

調査数 提供している 提供していない 無回答

全体 110 46 62 2

千葉 23 7 16 - 

東葛南部 23 9 14 - 

東葛北部 13 4 8 1

印旛 8 3 5 - 

香取海匝 10 6 4 - 

山武長生夷隅 8 3 5 - 

安房 9 5 4 - 

君津 9 6 3 - 

市原 7 3 3 1

（単位：箇所）

表2　居宅療養管理指導（介護保険）の提供状況（H29.3～5）

回答数 実施人数 延べ実施回数

全体 40 3,401 8,982

千葉 6 804 2,940

東葛南部 6 1,642 3,096

東葛北部 3 495 1,499

印旛 3 13 114

香取海匝 6 78 243

山武長生夷隅 3 81 222

安房 5 118 531

君津 5 34 94

市原 3 136 243

表3　医師による居宅療養管理指導（介護保険）の実施状況（H29.3～5）
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（２）貴院における在宅医療の実施状況 

≪患者・居住者の居宅を訪問して行う業務を提供している病院110箇所に聞きました≫ 

Q 在宅医療の実施状況についてご記入ください。（平成 29年 3月から 5月） 

 

○ 往診の合計実施回数は在宅療養支援病院が 445回、それ以外の一般病院が 575回で

あり、一般病院が多い。一方で、1施設当たりの平均実施回数は、在宅療養支援病院

が多い（表 4）。 

○ 訪問診療の合計実施回数は、在宅療養支援病院が 9,142 回、それ以外の一般病院が

4,020回であり、在宅療養支援病院が約 7割を占めている。また、1施設当たりの平

均実施回数も、在宅療養支援病院が多い（表 5）。 

○ 患者の居住形態別にみると、在宅療養支援病院の届出の有無によらず、同一建物居

住者に対する実施割合が高い。特に在宅療養支援病院が実施する訪問診療では、同

一建物居住者以外と比べ、同一建物居住者への実施が約 2倍の回数となった（図 3、

図 4）。 

 

 

 

 

 

  

  

実施施設数
延べ回数

(平均)
実施施設数

延べ回数

(平均)

191 254 445

(9.6) (14.9) (43.6%)

235 340 575

(6.7) (12.6) (56.4%)

426 594

(7.7) (13.5)

表4　往診の実施状況（H29.3～５）

合計回数

(構成比)

在宅療養

支援病院
20 17

在支病以外 35 27

合計 55 44

往診(同一建物居住者以外) 往診(同一建物居住者)

1,020

実施施設数
延べ回数

(平均)
実施施設数

延べ回数

(平均)

2,966 6,176 9,142

(141.2) (294.1) (69.5%)

1,958 2,062 4,020

(40.8) (58.9) (30.5%)

4,924 8,238

(71.4) (147.1)

表5　訪問診療の実施状況（H29.3～５）

在支病以外 48 35

合計 69 56

訪問診療(同一建物居住者以外)

13,162

訪問診療(同一建物居住者)
合計回数

(構成比)

在宅療養

支援病院
21 21
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（３）在宅療養支援病院の届出状況 

≪患者・居住者の居宅を訪問して行う業務を提供している病院110箇所に聞きました≫ 

Q 届出の有無について該当する選択肢の番号 1つに○をお付けください。 

 

○ 在宅療養支援病院の届出状況を聞いたところ、全圏域で「届出なし」と回答した病

院が多かった（表 6）。 

○ 「届出なし」と回答した病院の理由をみると、病床数の制限、人材確保、24時間体

制構築などの問題や診療科にそぐわないといった理由が挙げられた。 

 

 

 
 

  

調査数 強化型(単独) 強化型(連携) 一般 届出なし 無回答

全体 110 4 9 14 80 3 

千葉 23 1 4 3 15 - 

東葛南部 23 1 1 1 20 - 

東葛北部 13 - 1 3 9 - 

印旛 8 - 1 2 5 - 

香取海匝 10 - - - 10 - 

山武長生夷隅 8 - 1 - 6 1

安房 9 1 1 2 5 - 

君津 9 - - 1 6 2

市原 7 1 - 2 4 - 

（単位：箇所）

表6　在宅療養支援病院の届出状況
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（４）緊急時に入院できる体制 

Q 貴院では後方支援病院としての機能を提供していますか。（在宅療養患者が緊急時

に入院できる体制を提供していること。） 

 

○ 後方支援病院としての機能を提供している病院は 77箇所（40.1%）となっている（表

7、図 5）。 

○ 緊急時に入院できる体制の維持に当たっての課題を聞いたところ、医師等の人員配

置や病床確保、診療報酬の充実、患者情報の共有化、治療後の受け皿確保などが挙

げられた。 

 

 

 
 

 

 
  

調査数 提供している 提供していない 無回答

192 77 88 27

（単位：箇所）

表7　後方支援病院としての機能提供状況



13 

（５）退院時共同指導の実施状況 

Q 貴院では入院中の患者に対して、退院時共同指導を実施していますか。 

 

○ 退院時共同指導を「実施していない」と回答した病院が 113箇所（58.9%）となって

おり、過半数を占めている（表 8、図 6）。 

 

 

 
 

 

 
 

  

調査数 実施している 実施していない 無回答

192 50 113 29

（単位：箇所）

表8　退院時共同指導の実施状況
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（６）連携の状況 

≪患者・居住者の居宅を訪問して行う業務を提供している病院110箇所に聞きました≫ 

Q 貴院が実施している在宅医療に関して、日ごろから連携している施設はあります

か。（文書等による契約以外の連携も含みます） 

 

○ 在宅医療に関して他施設と連携している病院は 71 箇所（64.5%）となっている（表

9、図 7）。 

○ 連携先の内訳は、「訪問看護ステーション」が最も多く、次いで「居宅介護支援事業

所」「地域包括支援センター」が 5割を超えている（図 8）。また、訪問看護ステーシ

ョンや居宅介護支援事業所など介護事業者と連携する病院の 8 割以上が患者の情報

を共有していると回答した（表 10）。 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
  

調査数 ある ない 無回答

110 71 33 6

（単位：箇所）

表9　在宅医療に関する連携施設の有無

24時間体制

の確保

緊急時の

受入れ先の確保

患者情報

の共有

訪問歯科､

口腔ｹｱの依頼等

訪問薬剤指導

の依頼等

会議･研修会等

への参加､協力
その他

他の病院･有床診療所 27 18 16 22 - - - - 

無床診療所 25 16 - 21 - - - 2

歯科診療所 14 - - 9 11 - - 1

保険薬局 27 - - 19 - 27 - - 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 52 34 - 43 - - - 2

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 39 - - 34 - - 32 18

居宅介護支援事業所 51 - - 51 - - - 22

訪問介護事業所 32 - - 32 - - - 15

表10　在宅医療に関する連携先施設の種別と連携の内容 （単位：箇所）

注釈）「24時間体制の確保」とは、輪番制や主治医・副主治医制などをいう。また「患者情報の共有」とはICTや退院支援ルールなどをいう。

連携先
該当

施設数

連携の内容
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（７）在宅におけるターミナルケア・看取りの状況 

≪患者・居住者の居宅を訪問して行う業務を提供している病院110箇所に聞きました≫ 

Q 過去 1年間で訪問診療を提供されていた方で亡くなられた方の状況をご記入くださ

い（該当しない場合は 0をご記入ください）。（平成 28年 6月～29年 5月） 

 

○ 訪問診療を提供している患者のうち、自宅及び施設等で看取りをした件数は年間で

474件（1病院当たり平均 5.39件）となっている（表 11）。 

○ 自宅と施設等の場所の内訳をみると、自宅での看取りが 345 件（1 病院当たり平均

3.97件）、施設等での看取りが 129件（1病院当たり平均 1.59件）となっており、

施設等と比較し、自宅での看取り件数が多い（表 11）。 

○ 入院して、入院先で亡くなった件数は 573 件（1 病院当たり平均 7.25 件）であり、

自宅又は施設等で看取りをするケースと比較し多いことから（表 11）、病状の悪化

などに伴い入院し、そこで亡くなるケースが比較的多いと考えられる。 

○ ターミナルケアや看取りをする上での課題を聞いたところ、医師・看護師の確保や

24時間体制の構築、本人・家族の理解などが挙げられた。 

 

 

 
 

  

（単位：件）

自宅での

看取り

施設等での

看取り
計

入院して

入院先で死亡

1施設当たりの

平均件数
3.97 1.59 5.39 7.25

(有効回答数) (87) (81) (88) (79)

合計件数 345 129 474 573

表11　訪問診療を提供する患者の看取り状況（H28.6～H29.5）

注釈）各集計に当たっては、無回答の調査票を除外した。ただし、自宅及び施設等での看取りの合計件数

　　　の集計に当たっては、「自宅での看取り」及び「施設等での看取り」の両設問ともに無回答である

　　　調査票のみ除外した。
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（８）在宅医療の課題について 

Q 在宅医療を提供する上での課題について該当する番号を 3つまで選んで○を付けて

ください。 

 

○ 全圏域において過半数の病院が「医師の確保」「看護師の確保」を挙げている（表12）。 

○ 圏域ごとに「医師の確保」を課題として挙げた病院の割合をみると、“山武長生夷隅”

が最も高く、次いで“東葛南部”“香取海匝”が 8割を超えた（表 12）。 

○ 圏域ごとに「看護師の確保」を課題として挙げた病院の割合をみると、“市原”が最

も高く、次いで“山武長生夷隅”が 8割を超えた（表 12）。 

 

 

 

千葉
東葛

南部

東葛

北部
印旛

香取

海匝

山武

長生

夷隅

安房 君津 市原

調査数 192 36 41 33 16 15 15 13 14 9

医師の確保 72.9 69.4 80.5 66.7 75.0 80.0 93.3 69.2 57.1 55.6 

看護師の確保 63.0 58.3 58.5 51.5 75.0 66.7 86.7 61.5 57.1 88.9 

24時間対応体制を維持する

ための連携機関の確保
28.6 22.2 36.6 30.3 43.8 40.0 26.7 7.7 21.4 11.1 

診療報酬の引き上げ 24.0 27.8 26.8 18.2 6.3 13.3 26.7 38.5 28.6 33.3 

緊急時の入院体制の確保 22.4 13.9 36.6 15.2 31.3 6.7 26.7 15.4 21.4 33.3 

在宅医療に関する

医療機関の認識や理解
12.5 16.7 19.5 6.1 - 13.3 6.7 23.1 14.3 - 

患者の経済的負担の軽減 7.8 8.3 - 18.2 - - - 30.8 14.3 - 

多職種が関与する

退院時共同指導の実施
7.3 13.9 2.4 6.1 12.5 6.7 6.7 7.7 - 11.1 

在宅医療に関する

研修機会の確保
6.8 8.3 7.3 3.0 - 6.7 6.7 15.4 7.1 11.1 

地域住民の在宅医療への

理解を促進するため情報提供
6.8 8.3 7.3 3.0 6.3 13.3 - 23.1 - - 

連携する

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの確保
5.2 2.8 - 12.1 6.3 6.7 - 7.7 - 22.2 

在宅療養患者に関する

医療機関との情報共有
4.7 5.6 2.4 12.1 6.3 - - 7.7 - - 

在宅療養患者に関する

居宅介護支援事業所との情報共有
3.1 - 2.4 6.1 6.3 6.7 - 7.7 - - 

在宅療養患者に関する

居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業所との情報共有
2.1 - - 6.1 6.3 - 6.7 - - - 

在宅患者訪問薬剤管理指導､

居宅療養管理指導を実施している

保険薬局との連携の確保

1.6 - - 3.0 6.3 - 6.7 - - - 

在宅歯科診療所

との連携の確保
1.6 2.8 2.4 3.0 - - - - - - 

在宅療養患者に関する

歯科診療所との情報共有
0.5 - - 3.0 - - - - - - 

その他 3.1 11.1 - - 6.3 - 6.7 - - - 

無回答 7.3 5.6 - 15.2 6.3 13.3 - - 28.6 - 

表12　在宅医療の課題

（単位：%）

千葉県

全体

二次医療圏


